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附　則

第1章　総則

(目的)

第1条　この就業規則(以下「規則」という。)は，労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89

条に基づき，学校法人東京農業大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の就業に関する事項を定めるもので

ある。

2　職員の就業に関し，この規則及びこれに付随する諸規則諸規程に定めのない事項については，労基法その他関係

法令の定めにしたがい，法人が定める。

(職員の区分及び職種)

第2条　職員の区分及び職種は，次の各号に掲げるとおりとする。

(1)　専任職員

ア　教務職員

(ア)　学長，副学長，統括校長，校長，副校長，教頭

(イ)　大学の教授，准教授，助教

(ウ)　高等学校，高等学校中等部，高等学校附属中学校及び小学校の教諭

イ　一般職員

事務職員，司書職員，技術職員，技能職員，地域限定職員

(2)　任期制職員

ア　教務職員

(ア)　大学の教授，准教授，助教

(イ)　高等学校，高等学校中等部，高等学校附属中学校及び小学校の教諭

イ　一般職員

事務職員，司書職員，技術職員，技能職員，地域限定職員

(3)　嘱託職員

ア　嘱託教務職員

(ア)　大学の嘱託教授，嘱託准教授，嘱託助教

(イ)　高等学校，高等学校中等部，高等学校附属中学校及び小学校の嘱託教諭,嘱託外国語教諭

イ　一般嘱託

一般嘱託(事務)，一般嘱託(技術)，一般嘱託(用務)，一般嘱託(特別)

(4)　特任教授

(5)　特命職員

特命教授，特命准教授，特命助教

(6)　臨時職員

非常勤講師，ティーチング・アシスタント，リサーチ・アシスタント，臨時雇，クラブ指導者(高等学校，

高等学校中等部，高等学校附属中学校及び小学校勤務者に限る。)

(7)　助手

(8)　契約職員

(9)　学校医

学校医，学校歯科医，嘱託学校医，その他準ずる者(学校薬剤師及びカウンセラー)

(10)　研究員

博士研究員，学術研究員

(適用範囲)



第3条　この規則は，前条第1号及び第2号に定める専任職員及び任期制職員（以下「職員」という。）に適用する。

2　前条第3号から第10号に該当する者の就業に関する事項は，学校法人東京農業大学有期雇用職員就業規則に定め

る。

第2章　採用，異動等

第1節　採用，異動，兼業

(職員の採用)

第4条　職員の採用は，次の各号に定める書類の提出を求め，競争試験等により選考する。

(1)　履歴書

(2)　業績調書(指定様式)(大学の教務職員に限る。)

(3)　健康診断書(受診3カ月以内のもの。)

(4)　その他法人が指定するもの

2　法人は，大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき，大学の教務職員について，期間の定

めのある職員を任期制職員として採用することがある。期間を定めて採用する組織，職名，雇用契約期間及び再

任の可否に関する事項は，別表１のとおりとする。

(無期雇用契約への転換)

第5条　任期制職員のうち無期雇用契約への転換を希望する者は，次の各号いずれかに該当した場合，当該雇用契約

期間が，満了する１カ月前までの間に所定様式を人事課に提出することによって無期雇用契約への転換を申し出

ることができる。

(1)　大学の教授，准教授及び助教は，平成25年4月1日以降に法人に最初に採用された日から通算して雇用された

期間が10年を超えた者

(2)　前号以外は，平成25年4月1日以降に法人に最初に採用された日から通算して雇用された期間が5年を超えた

者

2　前項に定める通算して雇用された期間は，法人に最初に採用された日以降の雇用契約期間を通算した期間をい

い，労働契約法第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされている期間は算入しない。また，この算

入しない期間がある場合，それ以降に採用された日を法人に最初に採用された日とする。

3　無期雇用契約に転換した場合は，雇用契約期間を除き，従前の労働条件のまま引き続きこの規則を適用する。

（試用期間）

第5条の2　第2条第1項第1号ア（イ），（ウ）及びイの職員を新たに採用するにあたっては，6カ月の試用期間を設

ける。ただし，理事長が認めた者は，試用期間を設けないことがある。

2　前項に関わらず，理事長が必要と認めた者は，6カ月を最大として，試用期間を延長することができる。

3　試用期間中に第44条に基づき，雇用の継続に支障があると判断された場合には，本採用の拒否又は解雇すること

がある。

(採用手続)

第6条　職員として採用された者は，次の各号に定める書類を期日までに提出しなければならない。

(1)　誓約書(指定様式)

(2)　雇用契約書(指定様式)

(3)　身元保証書

(4)　住民票記載事項証明書

(5)　その他法人が指定するもの

(労働条件の明示)

第7条　法人は，職員を採用するとき，採用時の給与，契約期間，就業場所，従事する業務，勤務時間，休日，その

他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則その他諸規則諸規程を交付して労働条件を明示するものとす

る。

(任命)



第8条　東京農業大学及び東京情報大学の学長は，選挙結果を尊重して理事会で選任し，理事長が任命する。学長の

任期は一期4年とし，重任の任期は，次の各号のとおりとする。

(1)　東京農業大学長は，一期を限度とする。

(2)　東京情報大学長は，一期2年とし二期を限度とする。

2　東京農業大学及び東京情報大学の副学長は，各学長の推薦に基づき，理事会の議を経て任命する。

3　統括校長は，理事会の議を経て任命する。

4　高等学校の校長は，理事会の議を経て任命する。

5　中等部及び附属中学校(以下「中学校」という。)の校長は，当該の高等学校長の併任とする。

6　小学校の校長は，理事会の議を経て任命する。

7　高等学校の副校長及び教頭は，理事会の議を経て任命する。

8　中学校の副校長及び教頭は，理事会の議を経て任命する。

9　小学校の副校長及び教頭は，理事会の議を経て任命する。

10　統括校長の任期は，4年とする。ただし，重任を妨げない。重任の任期は，一期2年とする。

11　高等学校，中学校及び小学校の校長(以下「校長」という。)の任期は，4年とする。ただし，重任を妨げない。

重任の任期は，一期2年とする。

12　高等学校，中学校及び小学校の副校長又は教頭の任期は，2年とする。ただし，重任を妨げない。重任の任期

は，一期2年とする。

13　法人本部の本部長は，理事会の議を経て任命する。

(任用)

第9条　職員の任用に当たっては，氏名，所属及び経歴等を記した書類を提出しなければならない。

第10条　法人以外に本務を有する者は，職員として任用することができない。

2　法人以外に兼務として職を有する者を任用しようとするときは，事前に理事長の許可を得なければならない。

3　職員として任用されたものが，任用後他に兼務しようとするときは，前項の規定を準用する。

(教務職員の資格)

第11条　教務職員は，学術の研究に忠実で，教育者として適当な者でなければならない。

2　教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学及び短期大学部における教育を担当す

るにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1)　博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し，研究上の業績を有する者

(2)　研究上の業績が前号のものに準ずると認められる者

(3)　学位規則(昭和28年文部省第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学

位を含む。)を有し，当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

(4)　大学において，教授又は准教授の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(5)　専攻分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

3　准教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学及び短期大学部における教育を担当

するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1)　前項各号のいずれかに該当する者

(2)　大学において准教授，専任の講師又は助教としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴

を含む。)のある者

(3)　博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(4)　研究所，試験所，調査所等に在職し，研究上の業績を有する者

(5)　専攻分野について，優れた知識及び経験を有すると認められる者

4　助教となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学及び短期大学部における教育を担当す

るにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1)　第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する者



(2)　博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(3)　専攻分野について，知識及び経験を有すると認められる者

5　教諭は，高等学校にあっては高等学校教諭一種以上，中学校にあっては中学校教諭二種以上，小学校にあっては

小学校教諭二種以上の教員免許状を有する者とする。

(教務職員の職務)

第12条　学長は，大学の業務を掌理し，所属職員を統督する。

2　副学長は，学長を助け，命を受けて校務を掌る。

3　教授は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の特に優れた知識，能力及び実績を有する者であって，

学生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事する。また，准教授，助教及び助手等教務職員に対して，指

導助言を行うものとする。

4　准教授は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の優れた知識，能力及び実績を有する者であって，学

生を教授し，その研究を指導し，又は研究に従事する。また，助教及び助手等教務職員に対して，指導助言を行

うものとする。

5　助教は，専攻分野について，教育上，研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって，学生を教授し，そ

の研究を指導し，又は研究に従事する。また，助手等教務職員に対して，指導助言を行うものとする。

6　統括校長は，高等学校，中学校及び小学校の校務を総括するとともに，各学校長を指揮する。

7　高等学校長，中学校長及び小学校長は，校務を掌り，所属職員を統括する。

8　副校長は，校長の命を受け，学校における校務を掌理し，関係職員を指揮監督するとともに，必要に応じ生徒又

は児童の教育を掌る。

9　教頭は，校長及び副校長を助け，校務を整理し，必要に応じ生徒又は児童の教育を掌る。

10　教諭は，生徒又は児童の教育を掌り，教育の業務遂行のための校務に従事するものとする。

(一般職員の資格)

第13条　一般職員は，業務に誠実で，法人の職員として適当な者でなければならない。

(一般職員の職務)

第14条　事務職員は，主として一般の事務に従事する。

2　司書職員は，図書館法による司書の資格を有する者で，主として図書館の業務に従事する。

3　技術職員は，専門の技術を有し，主としてその技術に基づく業務に従事する。

4　技能職員は，業務に必要な技能を有し，主として現業に従事する。

5　地域限定職員は，特定の地域において勤務する者で，主として事務職員，司書職員，技術職員等に準ずる業務に

従事する。

第15条　削除

(大学院の指導教授等)

第16条　大学院各研究科各専攻の指導教授及び指導准教授には，各専攻の基礎となる各学部各学科及び付属施設の

教授及び准教授をもってこれに充てる。

(任期制教員の業績審査)

第17条　第2条第2号アの(ア)に定める任期制教務職員については，雇用契約期間満了日の6カ月前までに次の各号に

ついて審査を行い，当該者にその結果を通知する。

(1)　教育業績

(2)　研究業績

(3)　学内貢献業績

(4)　社会的貢献業績

(5)　第4条第2項に定める雇用契約期間における活動実績に関する事項

(6)　専任化後の研究・教育への取り組み姿勢など将来計画に関する事項

2　前項に定める業績審査は，教授会において審査し，人事委員会が行う。



3　第1項第1号から第6号各号の業績等の審査基準は，別に定める。

第18条　削除

第19条　削除

(専任職員への採用)

第20条　第17条に規定する審査において，それぞれの基準に照らして基準を満たすと評価された者については，人

事委員会の議を経て法人の専任職員として採用する。

(雇用契約期間満了の通知)

第21条　第17条に規定する審査あるいは評価において，基準に照らして基準に達しないと評価された者には，雇用

契約期間満了日をもって雇用契約を終了する旨を雇用契約期間満了日の6カ月前までに人事委員会の議を経て文書

を持って通知する。

(職員の人事)

第22条　職員の人事は，原則として所属長の内申に基づき，人事委員会の議を経て，理事長がこれを行う。

(昇格)

第23条　職員の昇格は，選考による。

2　前項の選考は，その職員の業績審査又は人事評価の結果に基づいて行う。

3　第2条第1号アの(イ)及び第2号アの(ア)の昇格については，別に定める細則に基づき，その手続を行うものとす

る。

4　昇格は，原則として毎年4月及び10月に行う。ただし，特別の事情のある場合は，臨時に行うことができる。

(降任，降格及び降給)

第24条　法人は，職員が次の各号のいずれかに該当する場合は，降任，降格及び降給することができる。

(1)　人事評価の結果が不良のとき。

(2)　心身の故障のため職務の遂行に支障があり，又はこれに耐えないとき。

(3)　職務を遂行するために必要な適格性を欠くとき。

(4)　第53条の規定により，懲戒処分を受けたとき。

(5)　本人が希望し，これを法人が認めたとき。

(6)　その他前各号に準ずる事由があるとき。

(人事異動)

第25条　法人は，業務上の必要により職員の所属変更及び出向を命ずることがある。地域限定職員については，原

則として別表第1の2に定める勤務地区分を越える人事異動を命じない。

2　職員は，正当な理由がない限り，所属変更及び出向を拒むことはできない。

(兼業)

第26条　職員は，理事長の許可を受けた場合でなければ，法人以外の他の業務に従事し，又は自ら営利企業を営ん

ではならない。

(出向)

第27条　職員の出向に関する事項は，学校法人東京農業大学出向規程に定める。

第3章　服務規律

(倫理)

第28条　職員は，学校法人東京農業大学倫理規程(以下「倫理規程」という。)を遵守し，倫理の保持に努めなけれ

ばならない。

(個人情報の保護)

第29条　職員の個人情報の保護に関する事項は，学校法人東京農業大学個人情報保護規程に定める。

(ハラスメントの防止)

第30条　職員のハラスメントの防止に関する事項は，学校法人東京農業大学ハラスメント防止規程に定める。

第4章　勤務時間，休日及び休暇等



(勤務時間，休日及び休暇等)

第31条　職員の勤務時間，休日及び休暇等に関する事項は，学校法人東京農業大学職員勤務時間等規程(以下「勤務

時間等規程」という。)に定める。

第5章　休職等

第1節　休職

(休職)

第32条　職員が，次の各号のいずれかに該当するときは，人事委員会の議を経て休職を命ずる。

(1)　法人の事業経営上止むを得ない都合のあるとき。

(2)　本人が休職を願い出て法人に許可されたとき。

(3)　事故欠勤継続(勤務時間等規程第4条に定める休日を含む。)45日に達したとき。

(4)　職務によらない傷病により次の期間欠勤したとき。

ア　勤続5年未満の者　継続3カ月(勤務時間等規程第4条に定める休日を含む。)又は6カ月間に120日

イ　勤続5年以上の者　継続4カ月(勤務時間等規程第4条に定める休日を含む。)又は6カ月間に150日

ウ　結核性疾患の場合は，ア，イの勤続期間にかかわらず，いずれも1カ年とする。ただし，事情により欠勤

日数を延長することができる。

(5)　労働安全衛生法第66条による健康診断に基づいて命ぜられた休務が，6カ月(結核の場合は1年)を経過したと

き。

(6)　心身の障害のため勤務に耐えないと法人に認められたとき。

(休職の期間)

第33条　休職の期間は，次のとおりとする。

(1)　前条第1号，第2号及び第3号によるときは，休職の事由に基づき，その都度人事委員会の議を経て定める。

(2)　前条第4号，第5号及び第6号によるときは，

ア　勤続1年未満の者　2カ月

イ　勤続1年以上3年未満の者　6カ月

ウ　勤続3年以上5年未満の者　8カ月

エ　勤続5年以上の者　1年6カ月

なお，勤続5年以上の者については，人事委員会の議を経て，1年6カ月を経過した後，6カ月の範囲で延長す

ることができる。ただし，前条第4号及び第5号の事由が結核性疾患の場合は，勤続年数にかかわらず3年とす

る。

2　休職期間の終了後，1年以内に同一または類似の事由により欠勤した場合は，直ちに休職を命ずることができ

る。この場合，休職期間は前回の休職期間と通算するものとする。

(休職中の身分)

第34条　休職期間中は，職員の身分を保有するが，その業務に従事することはできない。

(業務の引継)

第35条　職員が休職を命ぜられたときは，担当業務につき後任者又は所属長に引継がなければならない。

(復職)

第36条　休職の事由が消滅したときは，復職する。ただし，休職の事由が第32条第4号，第5号及び第6号に該当する

場合は，医師の診断書等に基づき法人が判断する。この場合において，法人が医師を指定することがある。

2　休職中の職員が復職する場合は，原則として原職に復帰させる。ただし，業務上の都合その他の事情により他の

職務に就かせることができる。

第2節　育児休業及び介護休業

(育児休業)

第37条　職員の育児休業に関する事項は，学校法人東京農業大学育児介護休業規程に定める。



(介護休業)

第38条　職員の介護休業に関する事項は，学校法人東京農業大学育児介護休業規程に定める。

第6章　出張及び留学

(出張及び留学)

第39条　職員の出張及び留学に関する事項は，学校法人東京農業大学出張旅費規程に定める。

第7章　給与

(給与)

第40条　職員の給与に関する事項は，学校法人東京農業大学職員給与規程に定める。

第8章　定年，退職及び解雇

(退職事由)

第41条　職員が次の各号のいずれかに該当する場合は，当該各号に定める日をもって退職とし，職員としての身分

を失うものとする。

(1)　本人が死亡したとき。

死亡日

(2)　第42条の規定により定年に達したとき。

定年退職日

(3)　第43条の規定により退職願を提出し，理事長が承認したとき。

理事長が退職日として承認した日

(4)　第32条の規定により休職を命じられている者が，休職事由が消滅又は休職期間が満了してもなお復職できな

いとき。

休職事由が消滅した日又は休職期間の満了日(引き続き休職となった場合を除く。)

(5)　期間を定めて雇用されている場合，その期間を満了したとき。

雇用契約期間満了日

(6)　行方不明や無断欠勤が暦日により引き続き30日以上に及んだとき。ただし，疾病その他特別でやむを得ない

理由によるものであったと理事長が認めたときは，退職を取り消すことができる。

理事長が退職日として定めた日

(定年退職)

第42条　職員の定年は，満65歳とし，定年に達する年度の3月31日を定年退職日とする。ただし，学長については定

年を定めない。

(自己都合退職)

第43条　職員は，退職しようとするときは，退職しようとする日の30日前までに，退職の理由及び退職しようとす

る日を記載した退職願を提出しなければならない。

2　退職の際は，退職日までに引継ぎを遺漏なく行うため，前項の期間は従前の職務に服さなければならない。

3　年次有給休暇の取得を希望する者は，前項を考慮し，余裕のある退職日の希望設定をしなければならない。

(解雇)

第44条　職員が次の各号のいずれかに該当したときは，解雇することができる。

(1)　勤務実績が著しく不良で，改善の見込みがなく，職員としての職責を果たし得ないとき。

(2)　身体若しくは精神の故障のため勤務に耐えないと認められたとき。

(3)　職務を遂行するために必要な適格性を欠くとき。

(4)　懲戒解雇のとき。

(5)　法人以外に本務を有するに至ったとき。

(解雇制限)

第45条　前条の定めにかかわらず，次のいずれかに該当する期間は解雇しない。



(1)　業務上負傷し，又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2)　産前産後の女性職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

2　前項の規定は，次の各号のいずれかに該当する場合は，適用しない。

(1)　天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になったときで，あらかじめ労働基準監督署長

の認定を受けたとき。

(2)　業務上の疾病等により休業中の者が，療養開始後3年を経過した日に労働者災害補償保険の傷病補償年金を

受けているとき，若しくは同日後に傷病補償年金を受けることになったとき。

(解雇予告)

第46条　第44条の規定により職員を解雇する場合は，少なくとも30日前に予告をする。当該予告しないときは，平

均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし，予告の日数については，解雇予告手当を支払った日数だ

け短縮することができる。

2　前項の規定にかかわらず，職員の責に帰すべき事由に基づく解雇につき，労働基準監督署長の解雇予告除外認定

を受けた場合は，予告することなく即時に解雇する。

(退職等の証明書)

第47条　退職又は解雇された職員が，退職証明書の交付を請求した場合は，遅滞なくこれを交付する。

2　職員が前条第1項前段の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間において，当該解雇予告理由につい

て証明書の交付を請求した場合は，理事長は遅滞なくこれを交付する。

第9章　退職金

(退職金)

第48条　職員の退職金に関し必要な事項は，学校法人東京農業大学職員退職金規程に定めるところによる。

第10章　安全衛生災害補償

(安全衛生管理)

第49条　職員の安全衛生及び健康管理に関する事項は，学校法人東京農業大学安全衛生管理規程に定める。

(災害補償)

第50条　職員が業務上の事由又は通勤により負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合の給付は，労基法及び労働者

災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

第11章　表彰

(表彰)

第51条　職員が次の各号のいずれかに該当するときは，表彰する。

(1)　法人の発展に功績があったとき。

(2)　学術上顕著な研究業績があったとき。

(3)　教育実践上顕著な功績があったとき。

(4)　業務運営上顕著な功績があったとき。

(5)　国家的，社会的功績があり，法人が設置する学校の名誉を高めたとき。

(6)　災害を未然に防止し，又は災害に際し特に功労があったとき。

(7)　その他特に表彰の価値があると認められたとき。

2　表彰は，次の一又は二以上を合わせて行う。

(1)　表彰状

(2)　記念品等

(表彰の手続)

第52条　表彰は，人事委員会の議を経て理事長がこれを行う。

第12章　懲戒



(懲戒事由)

第53条　職員が次の各号のいずれかに該当するときは，懲戒する。

(1)　正当な理由なしに無断で欠勤，遅刻，早退する等の勤務を怠ったとき。

(2)　素行不良で法人及び法人の設置する学校（以下「法人等」という。）の秩序又は風紀を乱したとき。

(3)　法人等の業務上重要な秘密を外部に漏洩して法人等に損害を与え，又は業務の運営を阻害したとき。

(4)　正当な理由無く個人情報を収集し，又は職務上知り得た個人情報を他人に知らせ，不当な目的に利用したと

き。

(5)　職務上の地位を利用して私利を図るため，取引先等より不当な金品を受ける又は供応を受けたとき。

(6)　正当な理由なく，業務上の命令に従わないとき。

(7)　ハラスメント行為をしたとき。

(8)　経歴詐称をしたとき。

(9)　研究活動における不正行為をしたとき。

(10)　公的研究費の使用及び管理における不正行為をしたとき。

(11)　故意又は重大な過失により，法人等の名誉及び信用を傷つけたとき，若しくは業務に悪影響又は法人に損

害を与えたとき。

(12)　刑法その他法規の各規定に違反する行為を行い，その犯罪事実が明らかとなったとき。(当該行為が軽微な

違反である場合を除く。)

(13)　私生活上の非違行為や誹誇中傷等により，法人等の名誉及び信用を傷つけたとき，若しくは業務に悪影響

又は法人に損害を与えたとき。

(14)　懲戒事由に関わる事実について，虚偽又は悪意に基づく通報をしたとき。

(15)　不正又は非違行為に関わる調査を妨害したとき。

(16)　その他，法人の方針，諸規則諸規程又は通達に違反したとき。

(17)　その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

2　理事長は，懲戒を行う場合，懲戒の理由等について被処分者に明示する。

3　管理監督する立場にある職員による指導の怠慢又は管理不行届により，所属の職員が懲戒処分を受けたときは，

当該管理監督する立場にある職員についても懲戒に処することができる。

(懲戒処分の量定)

第54条　懲戒処分の量定については，次の事項を斟酌し学校法人東京農業大学倫理委員会(以下｢倫理委員会｣とい

う。)が判断するものとする。

(1)　非違行為の動機，態様及び結果

(2)　故意又は過失の程度

(3)　非違行為を行った者の過去の非違行為の有無

(4)　非違行為を行った者の職責及び職位と非違行為との関連

(5)　他の適用者及び社会に与える影響

(6)　過去の非違行為との比較

(7)　その他日頃の勤務態度及び非違行為後の対応等

(8)　法人に与えた損害の程度

(9)　職場秩序への影響

(懲戒処分の区分)

第55条　懲戒は，該当する行為の軽重情状に応じ，次の6区分をもって行う。

(1)　戒告　

始末書を提出させて将来を戒める。

(2)　減給



始末書を提出させた上，給与の一部を減額する。ただし，1回の額は，平均賃金の半日分以内とし，総額

は，当該月額給与総額の10分の1を超えないものとする。

(3)　出勤停止

始末書を提出させた上，一定期間，本人の出勤を停止し，就労することを禁ずる。なお，出勤停止期間の給

与は，支給しない。出勤停止期間は，勤続年数に算入しない。

(4)　降給・降格

始末書を提出させた上，次のいずれかの処分とする。ただし，事由によっては，ア及びイを併せて行うこと

がある。

ア　降給

5年間を限度として学校法人東京農業大学職員給与規程（以下「給与規程」という。）第8条に定める号

俸を引き下げる。

イ　降格

給与規程第8条に定める職務の級を引き下げる。

ただし，教務職員のうち，大学の教授，准教授，助教については，職務の級を下げることはしない。

(5)　諭旨退職

依願退職を勧告し退職勧告に応じる場合には，退職金を全額支給する。ただし，退職勧告に応じない場合

は，懲戒解雇とする。

(6)　懲戒解雇

即日解雇とし，退職金は，支給しない。

2　前項第1号「戒告」，第2号「減給」，第3号「出勤停止」及び第4号「降給・降格」のいずれかの懲戒処分が決定

した場合，理事長は，学校法人東京農業大学人事委員会規程第3条第1項第3号に定める補職を解任することができ

る。

3　第1項に定める懲戒処分の他，部門長は，非違行為を行った職員に対して再び相応の行為をすることがないよう

諫めるため，文書又は口頭にて注意を行うことができる。

(懲戒処分の原則)

第56条　同一行為に対する懲戒処分は，重ねて行うことはできない。

2　同じ程度に違背した行為の懲戒処分は，懲戒の区分に差異があってはならない。

(事実報告)

第57条　部門長は，倫理規程に違反又は違反する恐れがある事実（学校法人東京農業大学ハラスメント防止規程第2

条に規定するハラスメントに係る事案を除く）が発生した場合，部門長は，理事長の許可を得て調査委員会(以下

「部門調査委員会」という。)を設置する。

2　部門長は，部門調査委員会の事実調査結果を速やかに理事長に報告するものとする。

3　部門調査委員会は，次により行う。

(1)　部門調査委員は，当該事案に係る適用者(以下この章において「本人」という。)及び関係者から事情を聴取

し，必要な事実調査を行い部門長に報告するものとする。

(2)　部門調査委員会は，事実調査に当たり，本人に弁明の機会を与える等，公正を期さなければならない。

(3)　部門調査委員会の委員長は，部門長が指名する。

(4)　部門調査委員会の委員は，部門長が指名する当該部門及び法人の職員並びに必要に応じて外部の者を加えた

構成とする。

(5)　部門調査委員会は，非違行為の調査方法及び報告等について，必ず法人本部総務・人事部長と密接に連絡を

とるものとする。

(調査審議及び懲戒処分の答申)

第58条　倫理委員会は，理事長の諮問事項に対する事実関係等を調査審議の上，懲戒処分の量定及び区分を判断

し，その結果を理事長へ答申するものとする。



(懲戒処分の答申審議及び意見聴取)

第59条　人事委員会は，倫理委員会が理事長に答申した懲戒処分の量定及び区分の妥当性について審議し，その結

果を理事長へ報告するものとする。

2　審議においては，第一，第二及び第三専門委員会の意見を聴くものとする。

(懲戒処分の決定)

第60条　理事長は，人事委員会の審議結果に基づき，理事会の議を経て懲戒処分を決定する。

(処分決定までの措置)

第61条　理事長は，前条の懲戒処分決定までの間，量定及び区分に照らして出勤させることが適当でないと認める

場合，本人を必要な期間自宅に待機させることができる。

2　前項の自宅待機に係る期間は，有給とする。ただし，非違行為の再発，証拠隠滅等の緊急かつ合理的な理由があ

るときには，無給とすることができる。

(本人への通知)

第62条　懲戒処分を行う場合は，本人に対し，懲戒処分の量定及び区分と内容を記載した懲戒処分通知書(別紙様式

1，以下｢通知書｣という。)を直接本人に手交する。

2　前項の通知書を手交できない場合は，本人の最新の住所・通勤経路届等の住所に，内容証明郵便あるいは配達証

明郵便等の配達の事実が証明できる手段で通知書を発送するものとする。

(異議の申し立て)

第63条　本人は，前条の通知書の記載内容に異議がある場合，通知書を受理したのち14日以内に，処分不服又は異

議の理由を付した文書(理事長宛)をもって，法人本部総務・人事部長に異議の申し立てをすることができる。

2　理事長は，異議の申し立てがあった場合，倫理委員会を招集し，意見を聴くものとする。

(手続の特例)

第64条　懲戒処分事由に該当することが客観的に明白であり，かつ，緊急に懲戒解雇を行う必要がある事案に限

り，理事長は速やかに臨時理事会を招集し，懲戒処分を行うことができるものとする。

(損害賠償)

第65条　職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は，懲戒処分の有無にかかわらず，損害の全部

又は一部を賠償させることができる。

2　前項の賠償責任は，職員が退職し又は第44条並びに第55条第5号及び第6号の規定に基づき解雇された後といえど

も免れない。

第13章　公益通報者保護

(公益通報の取扱い)

第66条　法人は，職員から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報があった場合には，学校法人

東京農業大学内部公益通報取扱規程に定めるところにより処理を行う。

第14章　教育訓練

(教育訓練)

第67条　法人は，業務に必要な知識，技能を高め，資質の向上を図るため，職員に対し，必要な教育訓練を行うこ

とがある。

2　職員は，その職責を遂行するため自発的に研修に励み，かつ法人から教育訓練を受講するよう指示された場合に

は，特段の事由がない限り教育訓練を受けなければならない。

附　則

1　この規則は，平成27年4月1日から施行する。

2　東京情報大学看護学部設置に伴う教務職員の採用は，完成に達する年度の3月31日まで第42条に規定する定年退

職の年齢を超えて採用することができる。なお，採用された教務職員は，第42条の規定にかかわらず，完成に達



する年度の4年度後の3月31日まで在職することができる。

3　次に掲げる規程は，廃止する。

(1)　学校法人東京農業大学人事規則(昭和42年11月1日施行)

(2)　学校法人東京農業大学人事規則施行規程(昭和55年8月20日施行)

(3)　学校法人東京農業大学任期制大学教務職員規程(平成19年4月1日施行)

(4)　学校法人東京農業大学任期制教諭規程(平成19年4月1日施行)

(5)　学校法人東京農業大学任期制一般職員規程(平成19年4月1日施行)

(6)　学校法人東京農業大学懲戒規程(平成20年5月1日施行)

(7)　学校法人東京農業大学公益通報者の保護に関する規程(平成25年4月1日施行)

附　則

1　この規則は，平成29年4月1日から施行する。

2　第8条第1項の規定にかかわらず，学長の任期は，次の各号のとおりとする。なお，各号の任期満了後は，第8条

第1項の規定によるものとする。

(1)　東京農業大学長

平成29年7月5日から平成33年3月31日

(2)　東京情報大学長

ア　新任の場合　平成31年7月16日から平成35年3月31日

イ　重任の場合　平成31年7月16日から平成33年3月31日

3　東京情報大学看護学部においては，第2条第5号の規定にかかわらず，臨時職員として「臨床教員」を置くことが

できる。

附　則

　　この規則は，平成30年4月1日から施行する。

附　則

　　この規則は，平成31年4月1日から施行する。

附　則

　　この規則は，令和 2 年 4 月1日から施行する。

附　則　　

1　この規則は，令和2年10月1日から施行する。

2　平成31年4月1日から令和3年3月31日までに採用された任期制職員のうち，高等学校，高等学校中等部，高等学校

附属中学校，小学校の教諭及び一般職員（事務職員，司書職員，技術職員，技能職員，地域限定職員）における

専任職員としての採用は，別に定める人事評価，審査及び手順等に基づき行う。

附　則　　

　　この規則は，令和 2 年 4 月1日から施行する。

附　則　　

　　この規則は，令和 4 年 4 月1日から施行する。

附　則　　

　　この規則は，令和 5 年 4 月1日から施行する。



附　則

1　この規則は，令和 7 年 4 月1日から施行する。

2　令和4年4月1日から令和7年3月31日までに採用された任期制職員における専任職員としての採用は，別に定める

手順等に基づき行う。

附　則

1　この規則は，令和8年4月1日から施行する。

2　令和8年3月31日において現に休職を命じられている職員については，令和10年3月31日までの間，従前の規程を

適用する。

　

別表１(第4条関係)

　

組織及び所属名 対象となる職名 雇用契約期間 再任の可否

東京農業大学

農学部

応用生物科学部

生命科学部

地域環境科学部

国際食料情報学部

生物産業学部

教職・学術情報課程

総合研究所

生物資源ゲノム解析センター

教授･准教授･助教 3年 不可

東京情報大学

総合情報学部

看護学部

注　雇用契約期間中に学校法人東京農業大学育児介護休業規程に定める育児休業を取得する場合は，職員の申出に

より1年間雇用契約期間を延長することができる。　

　

別表1の2（第25条関係）

地域限定職員の勤務地区分

東京都世田谷区

神奈川県厚木市、伊勢原市

千葉県千葉市

埼玉県東松山市

北海道網走市

群馬県高崎市

東京都西多摩郡奥多摩町

静岡県富士宮市

沖縄県宮古島市

　

学校法人東京農業大学職員就業規則 様式1 （第62条関係）　（Word）

学校法人東京農業大学職員就業規則 様式1 （第62条関係）　（PDF）


